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はじめに

2020 年，世界は，新型コロナウィルスが猛

威を振るい，前代未聞の感染症に翻弄された。

1930 年代の大恐慌，あるいは 2008 年のリーマ

ンショックといった過去の経済危機に続き，新

型コロナウィルスの感染拡大は各国経済に再び

大きな打撃を与えた。失業率の上昇や国内消費

の縮小などの原因により，世界貿易量は大きく

減少した。

一方，2020 年，中国の貿易総額（輸出額と

輸入額の合計）は 4兆 6,463 億米ドル，前年度

と比べて 1.5％増加した。そのうち，輸出は

3.6％増の 2.6 兆ドル，輸入は 1.1％減の 2.1

兆ドルであった。WTOの貿易統計データによ

ると，2020 年には中国の輸出伸び率は，世界の

平均水準より 7.4％高かった。輸出入，輸出，

輸入の国際市場シェアは，それぞれ 13.1％，

14.7％，11.5％に達し，貿易規模と国際市場

シェアはともに過去最高を記録した1)。それに

より，これまでの貿易大国としての地位は，さ

らに高まった。確かに中国がコロナの制圧に成

功し経済がいち早く回復したことが記録更新の
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きっかけになったと考えられるが，この貿易拡

大は，通関手続がスムーズに行われるような通

関システムの電子化が存在していなければ，実

現しなかったと考えられる。

電子的データと情報の交換は，一般的に

「EDI」（Electronic Data Interchange）と略さ

れる。EDI の先進国はアメリカであり，アメリ

カに続き，ヨーロッパは「行政・商業及び運輸

電子データ交換標準」を推進した。1990 年 3

月に国連が，UN/EDIFACT（United Nations

Rules for Electronic Data Interchange for Ad-

ministration, Commerce and Transport：「行

政，商業および運輸のための電子データ交換国

連規則集」）を制定し，国際基準として正式に

発足した。それ以来，EDI は急速に発展し，

ついに国際規格のグローバル化が実現した。さ

らに，貿易，税関管理など関連分野での普及拡

大により，貿易のペーパーレス化が現実した。

これが，EDI がペーパーレス貿易とも言われ

る所以である。

中国と日本は，国際基準に沿って各々異なる

税関管理制度を制定している。通関情報管理シ

ステムの運営に関して，周（2016）や松田

（2016）は，システムの機能向上の改善が必要

であると指摘している。また，楊・郭（2019）

は，通関情報管理システムよりさらに機能強化

した港湾無人自動化のAI管理システムについ

ての将来性に言及している。一方，日本では，

港湾自動化対策が遅れているうえに，石田

（2021）はコンテナ荷役の効率性向上が港湾労

働者の不足に対応するうえで重要となるとして

いる。

本稿では，中国における税関管理システムと

その歴史的背景を概説し，通関情報処理システ

ムを開発初期の出資者・出資額，輸出入審査に

かかる時間やシステムネットワークの構成など

について日中の相違点を分析する。次世代にお

ける税関管理システムは，従来の通関情報処理

システム電子化に留まらず，コンテナターミナ

ルの無人化管理システムが導入されることが望

ましい。このような混合型システムは，将来世

界中でどこでも普遍的に拡大すると予測され

る。日本では，EDI（NACCSシステム）と併

行する港の無人化管理がまだ小規模で名古屋港

でのみ行われているが，すでに先進国の中で出

遅れているのが現実である。そこで，EDI と

港の無人化管理を併行するシステムネットワー

クと EDI管理のみ行う場合の生産性・効率性

が如何に異なるのかを解明するため，上海港の

事例を取り上げて日本と比較することにした。

中国と日本は，社会主義市場経済と資本主義経

済の違いを持ちながら，国際基準に基づいて税

関管理システムを改善してきた。この制度は，

両国の高度経済成長にともない，輸出入件数が

増加する過程で税関申告などの行政手続を簡素

化するなど変化してきたことを解明する。その

ため，電子申告 EDI の特徴を捉え，さらに上

海港の事例を通じて中国税関管理システムの全

貌を解明する。それにより，税関管理システム

電子化の重要性を明らかにすることが，本論文

の目的である。そして最後に，中国税関管理シ

ステムの特質と今後の課題を述べる。

Ⅰ 中国税関の通関申告システム

─EDI 通関制度

1990 年に EDI 技術が中国へ導入されてか

ら，中国政府はその応用と促進を非常に重要視

してきた。「中国 EDI 標準検討会と国際貿易

ペーパーレス化政策及び技術検討会」が開催さ
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れ，EDI の応用は 85個の国レベルプロジェク

トのうちの一つとしてリストアップされた。

1991 年に国家科学委員会と外国経済貿易庁

が「EDI 促進協調委員会」を設立した際，税

関などの行政機関もこの委員会に参加した。そ

して，1992 年 5 月「中国における EDI戦略と

標準についてのシンポジウム 92」を北京で開

催した。そのシンポジウムでは，行政機関や大

学より 100人以上の代表が出席し，中国におけ

る EDI開発に関する政策，戦略，一般的計画

および標準化などが広く検討された2)。その

後，アジア EDIFACT ボード（ASEB Asian

EDI Board）のメンバー国になり，それ以降

EDI技術及び応用を持続的に進めた。

1．中国税関におけるEDI の応用

中国税関では，EDI技術が応用されている。

ホストコンピュータによる管理システムを利用

し，輸出入貨物を全面的に管理・処理し，監

視・管理，関税徴収，貿易統計の三つの税関業

務を一体化管理する，総合的な情報応用プロ

ジェクトを実現した。代表的な通関申告システ

ムは「H883」3) と「H2000」4) である。

「H883」は 18 個の部分システムを持ち，そ

の中には直接に通関の各業務に用いられる部分

システムが 9つある。すなわち，通関申告書入

力，統計初審査，現場監視・制御，通関申告書

審査，査察，関税徴収，許可，通関申告書管理

と統計という部分システムである。通常通関申

告書は，上述した 9つの部分システムに申告さ

れた際，輸出入通関の手続が完了したとみなさ

れる。EDI 通関管理を実行するためには，企

業の経営管理のデジタルシステム導入，健全な

財務・経営管理の制度が求められる。そのため

には，税関とコンピュータ・ネットワークを形

成し，それによって税関は，企業のコンプライ

アンスなどの情況を調べる検査制度を備える。

H2000 は，H883 に基づいて新たに開発され

たもう一つの通関申告電子システムである。

2001 年 11 月 30日に試験運行をスタートし，

2003 年 4 月に正式に採用された。このシステ

ムは，H883 の本来持つ機能を維持し，ひいて

は新たな業務内容に対応できるよう修正・改善

がなされた。

（1）初期のEDI（H883）への取り組みの経緯

税関は 1990 年代より初期の EDI の開発から

応用までさまざまな試行錯誤を繰り返してき

た。インターネットの急速な普及につれ，H883

は 5 つの段階を経て，現在通関申告の主流と

なっている。初期調査の段階での参加・協力機

関が税関総署のみで，その後各税関，運輸業者

や銀行などの機関が次から次へと参加したた

め，協力メンバーが徐々に増えてきた（表 1

参照）。

（2）EDI の業務内容

EDI によって通関申告書を審査し，輸出入

を許可する。ならびに転関運輸5) や保税加工な

どの幅広い分野で活用されている。業務内容は

表2のとおりである。

2．EDI を推進するための政策支援

（1）品目分類制度の実施

1992 年中国は，旧来の輸出入商品分類目録

を各国で広範に使用されている「HS 商品分

類」に切り替えた。HS とは，「商品の名称及

び分類についての統一システム」（Harmonized

Commodity Description and Coding System）

の略称であり，通称，税関統計品目番号とよば
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表1 H883電子申告システム開発の背景と経緯

段 階 内 容 参加・協力機関

初期調査

(1990〜1992 年

まで）

1990 年代初頭，EDI 通関についての研究・調査を開始。当初，EDI 関連分

野の国際会議や研究機関に参加することで，徐々に独自技術で EDI 通関シ

ステムの開発に着手。

税関総署

研究開発

(1992〜1994 年

まで)

1992 年 9 月に税関総署は正式にプロジェクトの計画立案を許可，ソフト

ウェア・システム開発会社と税関事務専門家によるグループを結成。完成後

のソフトウェアは，一般（陸海空）貨物，速達貨物及び特殊貨物の輸出入電

子申告に対応可能の 14個の部分システムによる構成。

税関総署，各税関，ソ

フトウェア・税関事務

の専門家

試験応用

(1994〜1995 年

まで)

1994 年 4 月に北京首都国際空港でソフトウェアを検証。毎日平均で 80件あ

たり通関申告の審査・許可に関する試験テストを行い，結果が良好。同年 9

月外高橋保税区，浦東，上海税関が試験に参加。最初，一般貨物に対するテ

ストを行い，次第に速達貨物及び特殊貨物の通関申告テストも検証。

北京税関，運輸業者

（中国図書輸出入総公

司，中国航空機材輸出

入公司など），上海税

関

普及拡大

(1995-1998 年)

EDI 電子申告システムが北京と上海で正常に試験運用された後，税関総署

は EDI の普及推進に向け，3 年近くかかり計画実施。1997 年末までに全国

範囲へ普及し，ほとんどの税関では EDI を運用。一般貨物の処理件数は輸

出入申告総数の 20％，速達貨物は 80％を占めた。

各税関，運輸業者，

急速発展

(1998-2001 年)

輸出入許可，為替決済と増値税(日本の付加価値税に相当する)還付などの業

務拡大。1998 年 8 月に通関申告書ネットワーク審査制度を制定。ID認証，

デジタル署名，データ暗号化，送信暗号化と審査状況追跡などのセキュリ

ティ対策を強化。

各税関，運輸業者，通

関業者，輸出入権＊を

保有する企業，銀行，

国家為替管理局

（注）＊輸出入権は，輸出入経営権を意味する。中国では，すべての企業が海外と取引できるわけではない。中国政府から「輸出

入権」という許可を与えられた一部分の国内企業，外資企業のみに制限されている。輸入においては，自社の代わりに輸出入

経営権を保有している外貿代理に貨物を輸入してもらい，その会社から貨物を買い取るという仕組みである。輸出の場合も同

様である。

（出所）各資料より抜粋して作成

表2 EDI の業務内容概要

業務項目 内 容

① H883/H2000

基本システム

通関申告書を審査する。

②転関運輸 転関運輸に関わるすべての段階を管理し，虚偽の輸出入申告を許可することを防止する。

③保税加工 加工貿易の登録・許可，輸出入の異地通関申告，加工貿易契約の照合抹消，保証金管理等の

業務。

④通関申告書を審査し，

輸出入を許可する

輸入しても通関申告をしないこと又は通関申告をしても輸出しないことに対して警告を与え

る。

⑤リスクの評価と制御 輸出入商品と企業，輸送手段，航空便，貿易方式と国別地区に対してリスクの評価と管理を

行う。

⑥その他 関税徴収，減免税の審査許可，許可証の管理，速達貨物，免税商品，保税区の輸出入管理お

よび通関申告の各段階に対して検査を行う。

（出所）中国税関総署が公布した関連法令より抜粋して作成



れる。単純な商品であれば，当該商品がどの品

目に帰属するか HS 番号の判別は容易である。

しかし，化学品，機械類を中心に，通常の商品

名では簡単に判断できないケースも多い。それ

を解決するためには，通関申告前に税関へ申請

して HS 番号の帰属を決定してもらう必要があ

る（日本の事前教示制度6) に相当する）。その

ために，2007 年 5 月から中国は『中国税関輸

出入貨物商品帰属管理規定』を実施している。

（2）企業分類管理に関する法令の施行

税関業務管理の高度化・効率化を進めるため

に，税関総署は 1999 年，2008 年と 2010 年に

税関認証企業7)分類管理に関する法令を公布し

た。税関は企業の内部統制，財務状況，コンプ

ライアンスなどの詳細な基準に基づいて企業を

AA，A，B，C，D類の 5種類に格付けし，管

理を強化した。D 類企業，いわばブラック企

業に分類されると，加工貿易の新規契約が許可

されなくなり，もしくは加工貿易に従事できな

くなる。こうした強化管理の下で政府の政策に

従い，きちんと法令を遵守する企業は年々増加

し，ブラック企業は少しずつ減少してきた。引

き続き，2019 年 1 月には「税関認証企業基準」

（税関総署公告 2018 年第 177号）が施行され，

税関は認証企業の信用状況に基づいて企業の認

証を行った。認証対象となる企業は，認証企

業，一般信用企業と信用失墜企業に分類され

る。この基準は，国際AEO（Authorized Eco-

nomic Operator）制度に合わせて作られたもの

で，中国版 AEO 制度となった。現在中国税関

は，日本，シンガポール，韓国，EU，ニュー

ジーランドなどの 9 の経済主体，36 の国・地

域とAEO相互承認の合意に達し，税関管理の

国際化へ一歩前進した。

（3）貿易円滑化への取組み

2018 年国務院が打ち出した「通関運営環境

優良化貿易利便化促進工作法案」においては，

2021 年末までに通関時間は，2017 年の 50％に

短縮されることを目標とした。それを実現する

ため，従来は 229 あった輸出入企業の申告項目

を 105 に，輸出入監督管理証明を 46種にまで

削減した。2019 年にさらに 2種類の証明書の

通関検査を減らした。2020 年 3 月の中国税関

総署の発表によれば，2019 年末までにすでに

通関時間は，2017 年当時の半分近くに短縮さ

れ，予定より 2年早く目標を達成した。簡素化

100 世界経済評論 2022年9月10月号

図1 EDI 電子申告システムの流れ

（出所）筆者作成



された EDI 電子申告システムの流れは図 1を

参照。

Ⅱ 中日における税関管理システム

の特徴

日本では，国際貿易の発展に伴う輸出入貨物

の増大に対処するため，1977 年にホストコン

ピュータと税関および船会社，通関業者及び銀

行等の事務所に設置された端末機と電気通信回

線で結び，輸出入貨物に係る税関手続及び関連

民間業務を適正且つ迅速に処理する通関情報管

理システム NACCS（Nippon Automated Car-

go Clearance System）が導入された。

中国と日本の税関管理システムについて，そ

の主な相違点は，EDI・NACCSセンターを設

立した際の出資者・出資額やシステムネット

ワークの構成など 5つあることを表 3で示し

ている。

以上の比較によれば，中国の税関管理システ

ムでは，政府の全額出資により運営されている

が，日本では政府と民間との共同負担という特

徴がある。業務フローの内容は類似している

が，中国と日本の港から許可までの輸出入の通

関時間を比較すると，日本のほうが 10倍前後

多く，日本が中国に比べ効率や電子化などで遅

れていることに原因があることが示されてい

る。これは非常に興味深い。最も異なるのは，

システムネットワークの構成である。すなわち

日本では，税関管理システムが民間と税関とで

共同開発・運行されており，税関が完全管理・

運行される中国の H2000 のようなネットワー
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表3 日中間税関管理システム対比

比較項目 中 国 日 本

①設立する際の

出資者・出資

額

1990 年に EDI が発足以降，政府がシステム開発

及び通信設備などのインフラ整備を全額出資。

1977 年に NACCS センターを設立し，政府が

6000万円出資，民間が 2000万円出資，のち民間

が 1000万円追加。

②業務フローの

概要

入港からリリースまで税関や銀行などの各関連管

理機関が参加し，国内で行う転関運輸に関わる輸

出入申告でも審査を行う。

①入港②積卸③保税地域への搬入④保税運送⑤申

告⑥納税⑦許可 すべて NACCS による電子的

な手続が可能。通関業者，フォワーダー，銀行が

参加したトータルシステムである。

③入港から許可

までに要する

時間

2018 年上海港調査結果

○輸入貨物 10.4時間（0.4日）

○輸出貨物 1.5時間（0.06日）

2018 年全国調査結果

○海上貨物 61.9時間（2.6日）

○航空貨物 12.3時間（0.5日）

④システムに許

される業者

輸出入権を保有企業及び通関業者は，あらかじめ

承認を受ける必要がある。

利用するには，通関情報処理センターと利用契約

を締結し，そのための登録を行わなければならな

い。

⑤システムネッ

トワークの構

成

H2000 システム 港湾のシステム（港湾 EDI）は，NACCSのネッ

トワークを介し接続されつつある。また，税関が

自ら運用を行うシステム CuPESも併用されてい

るが，中国の H2000 のようなプラットフォーム

となるネットワークは存在しない。

（注）調査結果は中華人民共和国上海税関ホームページ及び日本税関総署ホームページに掲載されているデータにより作成した。

（出所）https://www.jmcti.org/C-TPAT/houkokusho/H13/part3.pdf（2021 年 11 月 30日閲覧）

日本機械輸出組合「国際電子商取引円滑化事業報告書 あらたな貿易手続・電子化の方向と機械業界の対応」，2002 年，

pp.144-150 より作成



クが存在しないことが重要な相違点である。

Ⅲ 上海港の税関管理システム電子化

現在，海上コンテナは，国際貨物貿易の主な

運輸手段として使われている。コンテナ輸送

は，とりわけ物流サプライチェーンに不可欠で

あり，その普及はグローバル化に拍車をかけ

た。海上運輸は，貨物を安全，安定，そして効

率的に運輸することができ，航空運輸よりコス

ト的に安いという利点がある。

2021 年 1 月の中国税関総署の発表によると，

2020 年通年の貿易総額は前年比 1.5％増の 4兆

6,463 億米ドルとなった。こうして，貿易大国

の上位国となった中国は，貿易拡大が続いてい

る。その急速な発展に伴い，とりわけコンテナ

取扱量の増加傾向が顕著なのは上海港である。

近年経済発展が著しい上海市，浙江省と江蘇省

を背後地として，上海港は，2004 年に香港，

シンガポールに次いで世界第 3 位から急上昇し

た。その後も飛躍的な経済成長を見せた。コロ

ナの影響で各国が混乱続くの中，さらに前年

8.1％増の 4703万 TEU（Twenty-feet Equiva-

lent Unit）8) を突破し，上海港の 2021 年のコン

テナ取扱量は過去最多となり，12 年連続で世

界首位を維持した。しかし，コンテナの数が

年々増える一方で，ターミナルにおける混雑と

貨物の停滞は，ほとんど見られない。その一つ

大きな原因として考えられるのは，上海港の無

人自動化の導入である。

1．上海港の無人自動化の実現

中国では，1980 年代に主要港で長期の滞船

が発生し，円借款，アジア開銀等の融資により

港湾整備が積極的に進められた。1990 年代に

入り，海外のターミナルオペレータとの合弁企

業の設立によるコンテナターミナル整備が進め

られた。上海港では，ハチソンと上海港務局と

の合弁企業の設立によるコンテナターミナル会

社が設立された9)。

上海港の建設は，まず 1995 年にいくつかの

小さい島々を大規模に埋め立てることからス

タートした。まず 1996 年に国務院が「上海を

国際海運港湾物流中心にする」方針を策定し

た。この国策こそ上海港のかつてない発展，い

わゆる大躍進の大きな決め手となったのであ

る。2000 年代まで外高橋コンテナターミナル

を中心にコンテナを取り扱ったが，輸送コスト

の低減化を求め，世界のコンテナ船は大型化さ

れている。また，上海と江蘇省，浙江省と安徽

省を中心とした長江デルタ地域の経済成長を支

える物流チェーンの一環として，中国は上海港

を世界一のハブ港にすることを目指した。

2002 年から 4期の工程を経て，最も大規模

な港湾施設，より深い水深のある洋山深水港を

建設した。急速な発展計画の背後には，中国の

港湾事業を促進するための対外開放政策があっ

た。2001 年の WTO 加盟にともない，ロジス

ティックス・インフラ整備政策「中国の現代物

流発展加速に関する若干の意見」が公布され，

2003 年「中国港湾法」に基づいた外資導入奨

励政策が施行された。

2010 年代頃から海外で急速に自動化ターミ

ナルが増えた。2017 年に上海港は第 4期の工

程を終え，無人自動化の運行が開始された。上

海港は，自社開発の自動化プログラムと AI

（Artificial Intelligence：人工知能）の導入によ

る効率化が著しく，プログラム運行・改良やメ

ンテナンスなどといったランニングコストの面

で，アメリカ NAVIS 社のプログラムを利用し
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ている青島港やオランダのロッテルダム港など

の他港より優位に立っている。

2．上海港の税関管理システムによる成果

貨物情報処理・陸送速度を向上するため，上

海港では，貨物が到着する前に事前申告し通関

情報処理において 24時間にわたって EDI管理

を行う。EDI 情報管理システムにより検査が

必要な貨物に対して港湾内の無人運搬車に運搬

指令が出される。大型自動無人 X 線 CT ス

キャン検査装置も 24時間の連続作業ができ，

コンテナの内部検査が完了した貨物は再び無人

運搬車によりもとの位置に戻される。これによ

り，EDI管理に港湾自動化のAI管理を加え，

事前通関・24時間通関，通関時間の短縮によ

り人件費ゼロ（港湾内）が実現したと言えよ

う。

新型コロナウィルス感染拡大は，世界経済に

深刻な影響を与え，特に国際物流業界は大きな

打撃を受けている。2020 年後半に各国で発生

した港湾混雑，コンテナの沖待ちによる輸送遅

延が多くみられ，この状態はいまだに続いてい

る。2020 年から中国が「コロナゼロ」戦略を

取り，国内の移動自粛要請やロックダウンなど

の厳しい対策を取りつつある状況の中で，上海

港のコンテナの取扱量は世界一を維持してい

る。2021 年も総じて港湾の運営は安定してお

り，今後さらに増加するであろう。図 2と表

4にその状況が示されている。

おわりに

本論では歴史的背景を軸に，まず中日間税関

管理システム電子化における仕組みの解明と，

それぞれの管理制度のあり方を検討し，中国と

日本の税関管理システムについて相違点を分析

した。とりわけ，EDI 通関システム電子化に

伴う港湾管理自動化が進んでいる上海港の事例

を取り上げ，中国政府が積極的に国際化を進展

させる税関管理システムを目指す姿勢を明らか
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図2 上海港のコンテナ取扱量（万 TEU）（2012年〜2020年）

（出所）中国国際港務（集団）股份有限公司「総コンテナ取扱量」統計データより作成



にした。これにより，国際基準に則って制定さ

れた中日両国の税関管理システムの全貌を解明

し，結果として中国の税関管理制度は，スピー

ドと成果を重視した政策主導の特質を持ってい

ることを指摘した。一方，日本の場合は，当初

政府と民間が出資金を共同負担し，運行と開発

は民間主導で行う管理システムをとる。税関は

その管理システムの一部を担う形の，いわゆる

官民連携の形態をとってきたことを明らかにし

た。これが両国において大きな相違点だと言え

よう。

その中でも以下の 2点を強調しておきたい。

第 1 点は，政策実施の迅速さである。中国の

EDI 通関システム電子化は，5つの段階を経て

初期調査から全国への普及拡大までほぼ 10 年

を要した。1997 年末までに全国のほとんどの

税関で EDI を運用した。2001 年に従来の H883

は改良され，H2000 という強化版のシステム

が，さらに広範囲な業務をカバーし，銀行など

の各行政機関と連携できるように構築されてい

る。EDI の推進とともに，品目分類制度や企

業分類管理に関する法令などの法整備が進み，

新たな管理制度を実施するための政策支援も同

時進行させた。それが中国税関管理を急加速化

する国際化の重要な基盤となったといえる。

2018 年に国務院が打ち出した「通関運営環境

優良化貿易利便化促進工作法案」は着実に施行

されたため，2021 年に上海港で 95％以上の通

関申告は，秒単位で自動審査され，貨物の申告

時間は，30 分まで短縮された。また，貨物の

出入港前にあらかじめ通関申告を行ったり，予

約制によるコンテナの蔵置場所を最適化したり

することにより，港湾運行がスピードアップし

てゲート前渋滞や港湾内の混雑を事前に防ぐこ

とを図った。第 2点は，生産性向上の重視であ

る。一般的コンテナターミナルのコンテナ揚積

本数は，上海港と同じくカントリークレーン 1

基で 1時間あたり 35本ほどである。しかし，
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表4 2021年上海港の年間総取扱貨物量およびコンテナ取扱量（予測）

2021 年 コンテナ取扱量（万 TEU） 総取扱貨物量（万 トン）

1月 403.5 4540.8

2 月 340.9 3644.3

3 月 389.6 4556.2

4 月 371.6 4688.2

5 月 378.9 4724.7

6 月 409.4 4836.1

7 月 370.2 4230.3

8 月 432.0 4985.8

9 月 383.5 4303.8

10 月 419.0 4617.2

11 月 406.2 4420.3

12 月 398.4 4373.0

合計 4703.2 53920.7

（出所）中国国際港務（集団）股份有限公司「年間総取扱貨物量およびコンテナ取扱

量」統計データより作成



伝統的な荷役作業であれば，カントリークレー

ン 1基の操業に関わる人員が十数人必要となる

のに対して，AI自動化を実施している上海港

では 1人のオペレーターによる遠隔操作で荷積

卸を行うことができる。また，24 時間作業可

能のため，昼と夜の差で割増賃金がほとんど発

生しないことからさらにコスト減にもつなが

る。将来計画として，上海港（洋山）第 4期コ

ンテナターミナルでは，ガントリークレーン

26 基，レート式トランスファークレーン 120

基，今後本格的に稼働すれば年間最大 630 万

TEU を取り扱う見込みで，最終的には自動搬

送台車 130台まで増設する計画である。また，

第 5期以降は今後の貨物の伸びを考慮して整備

されるよう開発が進められている。

しかし，中国税関管理システムの現状をみる

と，いまだに多くの問題と課題が残されてい

る。現在，タイやマレーシアなど世界の各地で

ターミナルの自動化が進んでいる中，寧波，深

圳，大連などの中国諸港は，輸出入貨物が増加

しているのに自動化がまだ進んでいない。自動

化を導入した青島港でも，アメリカプログラム

を利用しているため，自主開発の EDI 通関管

理システムとの物流連携の高度化，もしくはメ

ンテナンスなどのコスト減を実現したと断言で

きないであろう。近年，海外の若い顧客が主力

になり，中国製の電気自転車，小型家電製品や

玩具などの商品がアリババ，タオバオなどと

いった eコマースプラットフォームで国外に販

売されている。中国税関の統計によれば，2020

年に中国の国境を越えた電子商取引の輸出入は

1.69 兆元に達した。新たな貿易モデルに対し

て，現在の申告システムは，対応しきれないた

めに審査漏れ，税率の不一致やシステム障害な

どの問題が起きた。その根底には，システム設

計と法制度が十分に整備されていないことがあ

る。中国税関にとっては，これから早急に法整

備のための政策支援，各行政機関の審査システ

ムの連携と整合を今後進めるべきであろう。

しかし，「ウィズコロナ」下で貿易規模の拡

大を持続するためは，通関申告システム電子化

による手続統一化・簡素化，セキュリティ・機

能強化の港湾無人化管理を併行することが，貿

易円滑化の一環として期待される。貿易手続の

利便性と生産性の向上を最大限まで両立させる

ことが，現代における税関管理システムの最大

の役割だと言えよう。

＊本論文の作成にあたり，匿名の 3審査員並びに愛知学院大学

片山誠一氏から頂いた有益なコメントに感謝いたします。

［注］

1）「中国対外貿易形勢報告」中華人民共和国商務部総合司・国

際貿易経済合作研究院 2021春季 pp.4-5.

2）財団法人アジアクラブ「APEC 加盟国における貿易手続き

の電子データ交換の進捗状況調査報告書」，1993 年 3 月，

p.44.

3）H883 は，最初に開発した EDI 通関システムである。「H」

はヒューレット パッカード（Hewlett Packard）のシステム

であること，「883」は 1988 年 3 月からプロジェクトを立ち

上げた時期を示している。

4）2000 年に「H883」を改良し，「H2000」と改称した。EDI シ

ステムは，広範囲な業務をカバーしさらに各行政機関を連携

できるように構築されている。

5）転関運送とは，中国税関が輸出入貨物の流通を加速するた

め，関連法律により，通関手続を行い，貨物が現地の税関か

ら別の税関へ転送されることである。

6）通関の際に適正かつ迅速な申告が可能となり，結果として

早期に商品を受け取ることができるために，税関は，商品の

輸入者やその他の関係者が輸入前に当該商品の関税分類，原

産地，関税評価及び減免税についての照会を行う。この制度

は，事前教示制度である。

7）中国の税関認証企業とは，中国税関に登録している輸出入

経営権を持つ企業と通関業者のことを指す。

8）TEU（Twenty-feet Equivalent Unit）とは，20 フィート

（長さ約 6 m）コンテナを 1単位として，換算したコンテナ

個数の単位のことである。

9）鈴木純夫「中国港湾法にみる港湾政策の方向─国と地方，

公と民─」国際臨海開発研究センター情報誌 OCDI quar-

terly75，2007/Vol.3，4，2007 年，p.1.
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